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１. 事業の概要
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はじめに
事業の概要

3

「基幹路線である東京便を中心としながらLCC拠点空港化を進め、九州におけ
るゲートウェイ空港としての地位を確立すること出典)」を目標としている。

将
来
像

 平成29年度に建設時の需要予測（73万7千人）を突破
 2,000ｍ滑走路のため、経験豊富なパイロットで運航するなど特別な対応が

必要

現
状

 既存の航空会社による路線展開の自由度が増し、東南アジア諸国等との直
行便の就航が可能

 国際線の増便や新規路線の就航による更なる国際交流の促進、観光立国の
推進に寄与

延
長
に
よ
る

効
果

事
業
の

実
施 滑走路を現在の2,000mから2,500mに延長

出典：「佐賀空港が目指す将来像」（平成27年9月、佐賀県）

配慮書(P2-2,3)



事業の概要

項目 内容

名称 佐賀空港 （愛称：九州佐賀国際空港）

種別 地方管理空港

設置管理者 佐賀県

位置 佐賀県佐賀市川副町

供用開始日 平成10年（1998年）7月28日

空港面積 114.1ha

滑走路 （長さ×幅） 2,000m×45m

スポット数 5スポット ＋小型機用4スポット

運用時間 6:30～24:00 （17.5時間）

旅客施設・旅客ターミナルビル 延床面積13,970㎡

駐車場 約2,200台

貨物施設・貨物上屋 延床面積1,210㎡

(c) NTTインフラネット, Maxar Technologies.

凡例

：滑走路・エプロン

：駐車場

：建物

：公園

空港全体平面図

広域図
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佐賀空港の概要
配慮書(P2-1,2)



事業の概要
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佐賀空港の概要

路線

国内線 羽田便 〔ANA〕
成田便 〔スプリング・ジャパン〕

※運休中

国際線 上海便 〔春秋航空〕9月6日再開
西安便 〔春秋航空〕※運休中
ソウル便〔ティーウェイ航空〕9月8日再開
台北便 〔タイガーエア台湾〕

（日本の西端ではなく、）

東アジアの主要都市と
首都圏の中心！

西安

上海

ソウル 成田

羽田

台北

1日
5往復

木・日
週2往復
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

●国内線（ ）
●国際線（ ）
●チャーター便 （ ）

20万人

H25.12
ソウル便就航

H29.6
台北便就航

H26.7 東京便増便（５便化）

H26.8 成田便就航

H24.1
上海便就航

東京便 2便
大阪便 2便
名古屋便 1便

H30.12 
プサン便・
テグ便就

航

建設時需要予測（73.7万人）を突破
【776,614人】

R1.10
西安便就航

6年連続で過去最高を更新
【819,024人】

40万人

80万人

60万人

H10
(1998)

H15
(2003)

H20
(2008)

H25
(2013)

H30
(2018)

R4
(2022)

 平成10年の開港以来、利用者数30万人前後で推移
 平成25年度以降、国際線の就航や国内線の増便により、利用者数は増加傾向にあり、平成30年度には過去最高となる81.9

万人を記録
 令和元年度以降、日韓情勢や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大きく減少
 令和４年度以降、人流の本格的な回復に伴って利用者数は回復基調にあり、令和５年４月から順次国際線が運航を再開

事業の概要
佐賀空港の概要

配慮書(P2-2)



事業の概要
事業の概要

事業予定者の名称 佐賀県
代表者の氏名 佐賀県知事 山口 祥義
主たる事務所の所在地 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
事業の名称 佐賀空港滑走路延長事業

事業の種類 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業

事業の規模 延長する長さ500m、延長後の滑走路長2,500m
事業実施想定区域の位置 佐賀県佐賀市川副町のうち、下図に示す区域

7

麦畑
（黄金色の絨毯）

有明海
（干潟、のり畑）

配慮書(P2-3)



事業の位置・規模に関する複数案
事業の概要

 滑走路延長にあたり、新たな埋立を行わないことを前提として、下記のとおり2案が考えられる。

※ILS（Instrument Landing System：計器着陸装置）
着陸のため滑走路へ向かって進入中の航空機に対して、指向性のある電波を発射して、滑走路への進入コースを指示する無線着陸援助装置

8

東側に500m延長整備

西側に100m、
東側に400m延長整備

公有水面（海域）の
埋立は生じないが、
海域において既設の
進入灯台2基を移設

配慮書(P2-4)



２. 計画段階配慮事項の選定
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計画段階配慮事項の選定結果(1/2）

計画段階配慮事項の選定

 計画段階配慮事項は、主務省令※第５条に基づき、事業特性や事業実施想定区域及びその周囲の自然的・社会
的状況を踏まえ、専門家等の助言を受けて、重大な影響を受けるおそれがある環境要素を選定した。

 「土地又は工作物の存在及び供用」のみならず、「工事の実施」における影響についても対象とした。

影響要因の区分

環境要素の区分

工事の実施 土地又は工作物の
存在及び供用

造成等
の施工
による
一時的
な影響

建設機
械の稼
働

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行

飛行場の
存在

航空機
の運航

飛行場
の施設
の供用

環境の自然的
構成要素の良
好な状態の保
持を旨として
調査、予測及
び評価される
べき環境要素

大気環境

大気質 窒素酸化物
粉じん等

騒音 騒音・超低周波音 ◯

振動 振動

水環境
水質

水の汚れ ◯

土砂による水の濁り ◯

底質 底質
地下水 地下水

土壌に係る
環境その他
の環境

地形
及び
地質

重要な地形及び地質

◯：計画段階配慮事項として選定する項目
■：主務省令に示される参考項目 ■：主務省令に示される参考項目ではないが、影響を受けるおそれがあると考えられた項目 10

※飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、

環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成10年運輸省令第36号）

配慮書(P4-1,2)



計画段階配慮事項の選定
計画段階配慮事項の選定結果(2/2）

影響要因の区分

環境要素の区分

工事の実施 土地又は工作物の
存在及び供用

造成等の
施工によ
る一時的
な影響

建設機
械の稼
働

資材及び機
械の運搬に
用いる車両
の運行

飛行場
の存在

航空機
の運航

飛行場
の施設
の供用

生物の多様性の確保
及び自然環境の体系
的保全を旨として調
査、予測及び評価さ
れるべき環境要素

動物 重要な種及び注目
すべき生息地

◯ ◯ ◯

植物 重要な種及び群落 ◯ ◯

生態系 地域を特徴づける
生態系

◯ ◯

人と自然との豊かな
触れ合いの確保を旨
として調査、予測及
び評価されるべき環
境要素

景観
主要な眺望点及び
景観資源並びに主
要な眺望景観

人と自然との
触れ合いの
活動の場

主要な人と自然と
の触れ合いの
活動の場

環境への負荷の量の
程度により予測及び
評価されるべき環境
要素

廃棄物等 建設工事に伴う
副産物

温室効果ガス
等 温室効果ガス等 ◯

一般環境中の放射性
物質について調査、
予測及び評価される
べき環境要素

放射線の量 放射線の量

11◯：計画段階配慮事項として選定する項目
■：主務省令に示される参考項目 ■：主務省令に示される参考項目ではないが、影響を受けるおそれがあると考えられた項目

配慮書(P4-2)



計画段階配慮事項の選定理由(１/2）
計画段階配慮事項の選定

計画段階配慮事項
環境影響評価の項目の選定理由

環境要素の区分 影響要因の区分

騒音 騒音・
超低周波音 航空機の運航

航 空 機 の離着陸回数の増加や大型化、搭載燃料の増加による離陸時の上昇
角度が小さくなることが見込まれ、航空機騒音が増加する可能性があることから、
計画段階配慮事項として選定する。

水質

水の汚れ

飛行場の存在 水 質 汚 濁 （ 汚 れ 等 ） の 発 生 に よ る 周 辺 環 境 （ 水 田 環 境 、 有 明 海 等 ） へ
の 影 響 が 考 え ら れ 、 特 に 有 明 海 等 に 関 し て は 、 本 地 域 に お け る 重 要 な 環
境であるため、計画段階配慮 事項に選 定 する。

航空機の運航
飛行場の施設の

供用

土砂によ
る水の濁
り

造成等の施工
による一時的な

影響

水 質 汚 濁 （ 濁 り 等 ） の 発 生 に よ る 周 辺 環 境 （ 水 田 環 境 、 有 明 海 等 ） へ
の 影 響 が 考 え ら れ 、 特 に 有 明 海 等 に 関 し て は 、 本 地 域 に お け る 重 要 な 環
境であるため、計画段階配慮 事項に選 定 する。

動物

重要な種
及び注目
すべき生
息地

飛行場の存在

飛 行 場 の 存 在 に よ り 、 畑 地 、 ク リ ー ク や 水 田 等 で 構 成 さ れ る 環 境 に 生
息 す る 動 物 の 生 息 場 の 縮 小 が 懸 念 さ れ る こ と か ら 、 計 画 段 階 配 慮 事 項
に選定する。

航空機の運航

航 空 機 の 運 航 に よ り 、 事 業 実 施 想 定 区 域 周 辺 （ 有 明 海 を 含 む ） に 生 息
す る 重 要 な 鳥 類 の 移 動 の 妨 げ と な る 可 能 性 、 並 び に 航 空 機 と 鳥 と の 衝
突 に よ り 鳥 類の重 要 な 種 に 影 響を 及 ぼ す 可 能 性が あ るこ と から 、計 画段
階配慮事項に選定する。

飛行場の施設の
供用

施 設 か ら の 排 水 や 雨 水 排 水 に よ っ て 、 周 辺 環 境 （ 水 田 環 境 、 有 明 海
等）に影響を及ぼすおそれがあるため、 計画段 階配慮 事項に 選定 する。

12
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計画段階配慮事項の選定理由(２/2）
計画段階配慮事項の選定

計画段階配慮事項
環境影響評価の項目の選定理由

環境要素の区分 影響要因の区分

植物
重要な種
及び群落

飛行場の存在

飛 行 場 の 存 在 に よ り 、 畑 地 、 ク リ ー ク や 水 田 等 で 構 成 さ れ る 環 境 に
生 育 す る 植 物 の 生 育 場 の 縮 小 が 懸 念 さ れ る こ と か ら 、 計 画 段 階 配 慮
事項に選定する。

飛行場の施設の
供用

施 設 か ら の 排 水 や 雨 水 排 水 に よ っ て 、 周 辺 環 境 （ 水 田 環 境 、 有 明
海 等 ） に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る た め 、 計 画 段 階 配 慮 事 項 に 選 定
する。

生態系
地域を

特徴づける
生態系

飛行場の存在

飛 行 場 の 存 在 に よ り 、 畑 地 、 ク リ ー ク や 水 田 等 で 構 成 さ れ る 環 境 が
縮小することから、計画段階配慮 事項に選 定する 。

飛行場の施設の
供用

施 設 か ら の 排 水 や 雨 水 排 水 に よ っ て 、 周 辺 環 境 （ 水 田 環 境 、 有 明
海 等 ） に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る た め 、 計 画 段 階 配 慮 事 項 に 選 定
する。

温室効果
ガス等

温室効果
ガス等 航空機の運航

航 空 機 の 離 着 陸 回 数 の 増 加 が 見 込 ま れ 、 温 室 効 果 ガ ス 等 の 排 出
量 が 増 加 す る 可 能 性 が あ る こ と か ら 、 計 画 段 階 配 慮 事 項 と し て 選 定
する。

13
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３. 調査、予測及び評価の手法
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調査、予測及び評価の手法(1/2)

15

環境要素 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法

騒音 航空機騒音の
増加域

既存資料等の収集・整理
・環境基準の類型指定状況
等

航 空 機 騒 音 の 増 加 す る 領 域 及
び増加する程度の把握

環 境 影 響 の 程 度
を比較整理

水質
（水の汚れ、
土砂による
水の濁り）

水質汚濁
（汚れ、
濁り等）

既存資料等の収集・整理
・土地利用状況等

工 事 に よ る 排 水 の 流 出 先 と 事
業 実 施 想 定 区 域 と の 位 置 関 係
の把握

環 境 影 響 の 程 度
を比較整理

動物
重要な種及び
注目すべき
生息地

既存資料等の収集・整理
・重要な種の生息状況
・注目すべき生息地
・ 航 空 機 の 運 航 に 伴 う バ ー ド

ス ト ラ イ ク （ 鳥 衝 突 ） の 発 生
状況

・事業者による鳥衝突防止
対策に係る取り組み状況

【飛行場の存在】
【飛行場の施設の供用】
動物の状況と事業実施想定
区域との位置関係の把握
【航空機の運航】
航 空 機 の 運 航 に よ る バ ー ド ス ト
ライク発生の変化の程度

環 境 影 響 の 程 度
を比較整理

 事業計画の熟度に応じた環境配慮を適切に実施できる手法とし、専門家等の助言を受けつつ、調査
については既存資料等に基づき環境配慮が必要な検討対象の位置・分布を把握する手法、予測は
環境の変化を把握する手法、評価は環境影響の程度を整理した。

配慮書(P4-8,9)



調査、予測及び評価の手法(2/2)

16

環境要素 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法

植物 重要な種及び
群落

既存資料等の収集・整理
・重要な種の生育状況
・重要な群落

植 物 の 状 況 と 事 業 実 施 想
定 区 域 と の 位 置 関 係 の 把
握

環 境 影 響 の 程 度 を 比
較整理

生態系
地域を特徴
づける生態系

既存資料等の収集・整理
・ 地 域 を 特 徴 づ け る 生 態 系 の

状況等

生 態 系 の 状 況 と 事 業 実 施
想 定 区 域 と の 位 置 関 係 の
把握

環 境 影 響 の 程 度 を 比
較整理

温室効
果ガス
等

温室効果ガス
排出量

事業内容による排出源の把握 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 有
無を定性的に把握

環 境 影 響 の 程 度 を 比
較整理

配慮書(P4-10)



４. 調査、予測及び評価の結果
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騒音の調査結果
調査、予測及び評価の結果

18
注1.連続7日間の測定のうち欠測期間があったため、参考値を示す。
出典：「佐賀空港周辺航空機騒音測定結果」（佐賀県HP）https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00313742/3_13742_248643_up_rjr441en.pdf 

「令和4年度 佐賀空港環境保全対策委託（騒音測定調査）」（令和5年3月、佐賀県）、「佐賀空港事務所提供資料」

地点No. 地点
評価値 Lden[dB]

地域の
類型平成

29年度
平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

1 国造搦西堤防(5-1) 61 60 59 50 52 56

無し

2 大詫間南(5-2) 51 53 53 42 45 49

3 川副西干拓(5-3) 37 40 34 29 39 35

4 佐賀市川副町小々森 36 - 36 - 32 -

5 佐賀市川副町犬井道 - 35 - 29 - -

6 佐賀市川副町大詫間 36 - 36注1） - 32 -

7 杵島郡白石町八平 - 43注1） - 29 - -

8 柳川市大浜町 41 42 39 31 32 37

9 柳川市吉富町 36 35 35 29 30 30

 航空機の騒音に係る環境基準の類型指定はない。

 過去6年間の航空機騒音をみると、佐賀空港の西
側に位置する国造搦西堤防（5-1）における平成
29年度～令和元年度までの測定結果は59～
61dBであった。

 国造搦西堤防（5-1）の令和2年度以降の測定
結果、及び他の地点の測定結果はいずれもI類型
の環境基準（57dB以下）を下回った。

配慮書(P4-11,12)

 航空機の騒音に係る環境基準

の類型指定はなし 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00313742/3_13742_248643_up_rjr441en.pdf


騒音の予測結果
調査、予測及び評価の結果
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案１
（滑走路を東側に500m延長）

案２
（滑走路を西側に100m、東側に400m延長）

＜飛行騒音の増加領域のイメージ＞

：現在の滑走路
：滑走路の延長部
：現在の騒音影響のイメージ
：供用時の騒音影響のイメージ

＜飛行騒音の増加領域のイメージ＞

：現在の滑走路
：滑走路の延長部
：現在の騒音影響のイメージ
：供用時の騒音影響のイメージ

・航空機の離着陸回数増加や大型化、搭載燃料増加による離陸
時の上昇角度が小さくなることに伴い、騒音影響は増加する。

・航空機の離着陸回数増加や大型化、搭載燃料増加による離陸
時の上昇角度が小さくなることに伴い、騒音影響は増加する。

・滑走路は東側に向けて延長されるため、騒音影響を受ける領
域が東側に移動する。

・滑走路は東側、西側にそれぞれ延長されるため、騒音影響を受
ける領域が東側、西側に移動する。

騒音の評価結果
 航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載燃料の増加による離陸時の上昇角度が小さくなること

でいずれの案も増加する。
 航空機騒音の影響は、滑走路の位置によりその増加領域はやや異なるものの、両案の影響範囲は

重複する範囲が多いと考えられる。
 下記事項に留意することにより、重大な影響を回避、低減できるものと考えられる。

・詳細な事業計画にもとづき、騒音についての予測計算を行うとともに、必要に応じて環境保全措置
（飛行経路の遵守及び高度確保について必要に応じた関係機関へのはたらきかけ、航空機騒音
のモニタリングの実施等）を検討する。

配慮書(P4-13,14)



水質（水の汚れ、土砂による水の濁り）の調査結果
調査、予測及び評価の結果

20出典：「国土調査 土地分類基本調査」（国土交通省国土政策局国土情報課）、「生物多様性センター 自然環境調査 植生調査及び干潟調査」（環境省 自然環境局）

 事業実施想定区域は、干拓地上に位置しており、南側は有明海に面している。

 事業実施想定区域及びその周囲の主な土地利用は、農地（畑地や水田）であり、これら農地の周辺
には水路（クリーク）が張り巡らされている。

 有明海沿岸には広大な干潟域が分布しており、周辺から筑後川、嘉瀬川をはじめとする大小河川が
流入している。

配慮書(P4-15,16)



水質（水の汚れ、土砂による水の濁り）の予測結果
調査、予測及び評価の結果
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水質（水の汚れ、土砂による水の濁り）の評価結果

案１
（滑走路を東側に500m延長）

案２
（滑走路を西側に100m、東側に400m延長）

＜排水の流出先のイメージ＞ ＜排水の流出先のイメージ＞

・工事中や供用時の排水は、空港周辺の水路から東側の排水樋
門を経由して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考
えられる。

・工事中や供用時の排水は、空港周辺の水路から東西2箇所の
排水樋門を経由して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達
すると考えられる。

・工事中において、既設の進入灯台2基の移設に伴い海域の一
部を改変するため、一時的に水の濁りが発生すると考えられる。

 排水は案１が空港周辺の水路から東側の排水樋門、案２が空港周辺の水路から東西2箇所の排水
樋門を経由して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考えられる。

 案１は1箇所から河川・海域へ排水し、案２は2箇所から排水する。加えて案2は既設の進入灯台2基
の移設に伴い海域の一部を改変するため、一時的に水の濁りが発生する。
⇒案１の方が影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考えられる。

 下記事項に留意することにより、重大な影響を回避、低減できるものと考えられる。
・工事中や供用時の内容に応じた水質汚濁の流出防止対策（沈砂池や汚濁防止装置の設置、水
質・底質モニタリングの実施等）について検討する。

 干拓地（水田等） 
早
津
江
川 

 干拓地（水田等） 
早
津
江
川 

有明海（干潟域） 有明海（干潟域）

配慮書(P4-17)

配慮書(P4-18)



動物の調査結果（１/3）
調査、予測及び評価の結果
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● 重要な種
 生息する可能性がある動物の重要な種は、鳥類が97種、両生類が8種、爬虫類が5種、哺乳類が7

種、昆虫類が107種、魚類が54種、底生動物が172種であった。

 動物の生息環境の基盤となる主な植生は、水田（水田雑草群落）や畑地（畑地雑草群落）であった。

出典：「生物多様性センター 自然環境調査Web-GIS 植生調査(1/2.5万) 福岡県、佐賀県」（2000-2001年、環境省 自然環境局）http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-025.html?kind=vg67

配慮書(P4-19〜36)

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-025.html?kind=vg67


動物の調査結果（２/3）
調査、予測及び評価の結果
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● 注目すべき生息地
 以下の4点が確認された。

① 有明海沿岸（生物多様性の観点から重要度の高い海域）
・ミドリシャミセンガイ生息地
・有明海のムツゴロウ生息地

② 東よか干潟（ラムサール条約湿地）
③ 佐賀平野のクリークや水路（生物多様性保全上重要な里地里山）
④ カササギ生息地（国指定天然記念物）

出典：「生物多様性の観点から重要度の高い海域」（環境省）、「天然記念物緊急調査 植生図・主要動植物地図 41 佐賀」（昭和53年、文化庁）、「生物多様性保全上重要な里地里山」（環境省）、
「日本のラムサール条約湿地」（環境省）、「国指定文化財等データベース 国宝、重要文化財」（文化庁）、「生物多様性センター 自然環境調査Web-GIS 干潟調査」（環境省 自然環境局）

③：佐賀平野のクリークや水路
佐賀県佐賀市、小城市、神埼
市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基
郡上峰町、三養基郡みやき町
④：カササギ生息地
久留米市、柳川市、みやま市、
三潴郡、佐賀市、多久市、小城
市、武雄市、三養基郡、神埼郡、
鳥栖市、杵島郡、鹿島市、嬉野
市、藤津郡

配慮書(P4-37,38)



動物の調査結果（３/3）
調査、予測及び評価の結果
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● 航空機の運航に伴うバードストライク（鳥衝突）の発生状況
 平成24年～令和元年までの発生件数は年間37～48件、鳥衝突率は0.579～1.297％、

令和2年～令和4年までの発生件数は10～25件と、航空機離着陸回数の減少に伴い推移し、
鳥衝突率は0.584～0.715％であった。

 鳥類種別衝突件数はシギ・チドリ類が最も多く、次いでツバメ、ヒバリ、スズメ等がみられた。

 月別衝突件数は各年ともに6～10月の間に衝突件数が多かった。

 時間帯別衝突件数は、出発機よりも到着機、日中よりも夜間に多く確認された。

 佐賀空港における令和4年度の鳥衝突防止対策に係る取り組みとして、委託業者（猟友会）、空港事
務所及び空港消防隊による鳥獣排除（バードスイープ、バードパトロール）、除草作業、電子爆音器・
ラジオの移設を実施している。

出典：「佐賀空港事務所提供資料」
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配慮書(P4-39〜42)



動物の予測結果
調査、予測及び評価の結果
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案１
（滑走路を東側に500m延長）

案２
（滑走路を西側に100m、東側に400m延長）

＜動物の生息環境へ想定される直接改変＞ ＜動物の生息環境へ想定される直接改変＞

・新たな滑走路の整備（東側500m）により、水田・畑地等で構
成される環境に生息する動物の生息環境が一部消失するもの
と予測される。

・新たな滑走路の整備（西側100m、東側400m）及び既設の進
入灯台2基の移設により、水田・畑地等及び干潟で構成される
環境に生息する動物の生息環境が一部消失するものと予測さ
れる。

・注目すべき生息地（カササギ生息地、佐賀平野のクリークや水
路）が一部消失するものと予測される。

・注目すべき生息地（カササギ生息地、佐賀平野のクリークや水
路）が一部消失するものと予測される。

・航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載燃料の増加に伴う
離陸時の上昇角度が小さくなることに伴い、干潟（東よか干潟
等）や水域に生息する鳥類の移動の妨げとなる可能性、並びに
航空機と鳥との衝突により、鳥類の重要な種に影響を及ぼす可
能性が増加する。

・航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載燃料の増加に伴う
離陸時の上昇角度が小さくなることに伴い、干潟（東よか干潟
等）や水域に生息する鳥類の移動の妨げとなる可能性、並びに
航空機と鳥との衝突により、鳥類の重要な種に影響を及ぼす可
能性が増加する。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東側の排水樋門を経由
して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考えられる。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東西2箇所の排水樋門
を経由して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考え
られる。

・工事中において、既設の進入灯台2基の移設に伴い海域の一
部を改変するため、一時的に水の濁りが発生すると考えられる。

動物の生息環境 直接改変の状況

水田・畑地等 一部消失

河川 なし

干潟 なし

注目すべき生息地 一部消失

動物の生息環境 直接改変の状況

水田・畑地等 一部消失

河川 なし

干潟 一部消失

注目すべき生息地 一部消失

配慮書(P4-43,44)



植物の調査結果
調査、予測及び評価の結果
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● 重要な種
 生育する可能性がある植物の重要な種は

217種であった。

 植物の生育環境の基盤となる主な植生は、
水田（水田雑草群落）や畑地（畑地雑草
群落）であった。

出典：生物多様性センター自然環境調査Web-GIS 特定植物群落調査（平成12年、環境省 自然環境局）、東与賀海岸における耐震対策事業に伴うシチメンソウ保護育成対策の実施状況について
（平成9年、建設省 九州地方建設局筑後川工事事務所課長 八尋裕）

● 重要な植物群落
 以下の4点が確認された。

① 柳川のクリーク水生植物群落（特定植物群
落）

② 大詫間の塩生植物群落（特定植物群落）
③ 六角川のシチメンソウ群落（特定植物群落）
④ 東与賀海岸のシチメンソウ群落

配慮書(P4-46〜54)



植物の予測結果
調査、予測及び評価の結果
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案１
（滑走路を東側に500m延長）

案２
（滑走路を西側に100m、東側に400m延長）

＜植物の生育環境へ想定される直接改変＞ ＜植物の生育環境へ想定される直接改変＞

・新たな滑走路の整備（東側500m）により、水田・畑地等の植
物の生育環境が一部消失するものと予測される。

・新たな滑走路の整備（西側100m、東側400m）及び既設の進
入灯台2基の移設により、水田・畑地等及び干潟の植物の生育
環境が一部消失するものと予測される。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東側の排水樋門を経由
して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考えられる。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東西2箇所の排水樋門
を経由して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考え
られる。

・工事中において、既設の進入灯台2基の移設に伴い海域の一
部を改変するため、一時的に水の濁りが発生すると考えられる。

植物の生息環境 直接改変の状況

水田・畑地等 一部消失
河川 なし
干潟 なし
重要な群落 なし

植物の生育環境 直接改変の状況

水田・畑地等 一部消失
河川 なし
干潟 一部消失
重要な群落 なし

配慮書(P4-55)



生態系の調査結果
調査、予測及び評価の結果
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項
目

選定種 環境類型 選定理由

上
位
性

イタチ属
市街地生態系
耕地生態系

緑の多い住宅地
低地の水田・

クリーク

栄養段階の上位に位置する中型
肉食獣で、行動範囲が広い。

ハヤブサ 耕地生態系
耕作地
干潟

耕作地、干潟環境における栄養段
階の上位種である。

典
型
性

ムクドリ 市街地生態系
市街地

緑の多い住宅地
市街地、緑の多い住宅地に広く分
布し、生息数が多いと推測される。

ヒバリ 耕地生態系 耕作地・草地 耕作地、草地に生息し、生息数が
多いと推測される。ニホンカナ

ヘビ
市街地生態系
耕地生態系

耕作地・草地
緑の多い住宅地

ヌマガエル 耕地生態系
低地の水田・

クリーク
水田、池沼に広く分布しており、生
息数が多いと推測される。

ツマグロ
バッタ

耕地生態系 耕作地・草地
耕作地、草地に生息し、生息数が
多いと推測される。

ヤマトシジミ
市街地生態系
耕地生態系

耕作地・草地
市街地

緑の多い住宅地

市街地、緑の多い住宅地に広く分
布しており、生息数が多いと推測さ
れる。

アオモン
イトトンボ

耕地生態系
低地の水田・

クリーク

水田、池沼に広く分布しており、生
息数が多いと推測される。

モツゴ

水田雑草
群落

水田や休耕田、クリークに成立する
佐賀平野の代表的な植物群落で
ある。

特
殊
性

ズグロ
カモメ

干潟生態系 河口域の干潟

河口域周辺に生息する。

ムツゴロウ
有明海と八代海にのみ生息し、河
口域の軟泥質の干潟に生息する。

シオマネキ 河口域周辺の塩性湿地周辺の干
潟に生息する。オオツノ

ハネカクシ
塩生植物
（シチメン

ソウ）

有明海の干満に伴う河川沿いの
塩生湿地帯に生育する。

出典：生物多様性センター自然環境調査Web-GIS 特定植物群落調査（平成12年、環境省 自然環境局）、東与賀海岸における耐震対策事業に伴うシチメンソウ保護育成対策の実施状況について
（平成9年、建設省 九州地方建設局筑後川工事事務所課長 八尋裕）

 事業実施想定区域及びその周囲において、
地域を特徴づける生態系として耕地生態系、
干潟生態系、市街地生態系の3類型に区分
した。

 それぞれの環境類型区分を踏まえ注目種・
群落を抽出した。

配慮書(P4-57〜60)
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案１
（滑走路を東側に500m延長）

案２
（滑走路を西側に100m、東側に400m延長）

＜生態系へ想定される直接改変＞ ＜生態系へ想定される直接改変＞

・新たな滑走路の整備（東側500m）により、水田・畑地等からな
る耕地生態系が一部消失し、注目種等の生息・生育に影響を
及ぼすと予測される。

・新たな滑走路の整備（西側100m、東側400m）及び既設の
進入灯台2基の移設により、水田・畑地等からなる耕地生態系
並びに干潟生態系が一部消失し、注目種等の生息・生育に影
響を及ぼすと予測される。

・干潟生態系及び市街地生態系への直接改変はない。 ・市街地生態系への直接改変はない。
・供用時の排水は空港周辺の水路から東側の排水樋門を経由
して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考えられる。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東西2箇所の排水樋門
を経由して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考え
られる。

・工事中において、既設の進入灯台2基の移設に伴い海域の一
部を改変するため、一時的に水の濁りが発生すると考えられる。

生態系
（主な注目種）

直接改変
の
状況

耕地生態系
（イタチ属、ハヤブサ、ヒバリ、ニホンカナヘビ、
ヌマガエル、ツマグロバッタ、ヤマトシジミ、
アオモンイトトンボ、モツゴ、水田雑草群落）

一部消失

干潟生態系
（ズグロカモメ、ムツゴロウ、シオマネキ、
オオツノハネカクシ、塩生植物）

なし

市街地生態系
（イタチ属、ムクドリ、ニホンカナヘビ、
ヤマトシジミ）

なし

生態系
（主な注目種）

直接改変
の
状況

耕地生態系
（イタチ属、ハヤブサ、ヒバリ、ニホンカナヘビ、
ヌマガエル、ツマグロバッタ、ヤマトシジミ、
アオモンイトトンボ、モツゴ、水田雑草群落）

一部消失

干潟生態系
（ズグロカモメ、ムツゴロウ、シオマネキ、
オオツノハネカクシ、塩生植物）

一部消失

市街地生態系
（イタチ属、ムクドリ、ニホンカナヘビ、
ヤマトシジミ）

なし

配慮書(P4-61〜64)
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 飛行場の存在に伴う動物、植物及び生態系への影響としては、案１の方が植物に影響を及ぼすおそ
れのある範囲は小さいと考えられる。

 鳥類の重要な種に影響を及ぼす可能性が増加するものの、航空機の運航に伴う鳥類への影響として
は両案に大きな違いはない。

 供用時の排水については、案１は1箇所から河川・海域へ排水するが、案２は2箇所から排水し、加え
て既設の進入灯台2基の移設に伴い海域の一部を改変するため、一時的に水の濁りが発生する。
よって、案１の方が動物、植物及び生態系に影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考えられる。

 下記事項に留意することにより、重大な影響を回避、低減できるものと考えられる。
・土地の改変が可能な限り少なくなるよう検討を行う。
・動物の生息状況、植物の生育状況及び地域を特徴づける生態系の現況を現地調査等により把握す
るとともに、重要な種、注目種等への影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置（重要な種の
移動・移植、生物の生息・生育環境の整備等）及び措置後のモニタリングを検討する。
これら検討にあたっては専門家の助言を得るものとする。

配慮書(P4-45,56,65)
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温室効果ガス等の評価結果

案１
（滑走路を東側に500m延長）

案２
（滑走路を西側に100m、東側に400m延長）

・航空機の離着陸回数が増加した場合や航空機が従来より大
型化された場合、温室効果ガス（CO2）の排出量は増加する。

・航空機の離着陸回数が増加した場合や航空機が従来より大
型化された場合、温室効果ガス（CO2）の排出量は増加する。

 本事業においては、航空機の離着陸回数が増加する可能性がある。

 航空機の離着陸回数が増加した場合や航空機が従来より大型化された場合、いずれの案において
も温室効果ガス（ＣＯ２）の排出量は増加する。

 下記事項に留意することにより、重大な影響を回避、低減できるものと考えられる。
・詳細な事業計画にもとづき、温室効果ガス（CO2）の排出量についての予測を行うとともに、必要
に応じて環境保全措置（低燃費・低排出航空機の導入働きかけ等）を検討する。

温室効果ガス等の予測結果

配慮書(P4-66)

配慮書(P4-66)

配慮書(P4-67)
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総合評価
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 本事業における計画段階配慮事項（騒音、水質、動物、植物、生態系、温室効果ガス等）
についての環境影響は、案ごとに若干の違いはあるものの、各項目の評価で示した留意
事項を踏まえることで、重大な影響を回避又は低減できるものと考えられる。

 今後の環境影響評価手続においては、より詳細な調査、予測及び評価を行い、必要に
応じて環境保全措置を講じることで、環境への影響を回避又は低減できるよう留意する
ものとする。

配慮書(P4-68)


